
東京都北区施工能力審査型総合評価方式試行要綱 

 

２０北総契第１５３６号 

平成２０年１０月１日区長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東京都北区（以下｢区｣という。）が発注する工事において、安定的な

品質確保及び不良不適格企業の参入防止を図るため、入札の際に、工事価格及び施工能

力を総合的に評価して落札者を決定する方式（以下「施工能力審査型総合評価方式」と

いう。）を試行するに当たり、基本的事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）一級技術者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条第２号イに該当する者

をいう。 

（２）二級技術者 建設業法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規定する

試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第７ 条第２号ハに該当するこ

ととなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付（以

下「免許等」という。）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当する

こととなるものを受けた者であって１級技術者以外の者をいう。 

（３）その他の技術者 建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条第２号ハ

に該当する者で一級技術者及び二級技術者以外の者をいう。 

（４）ＣＯＲＩＮＳ 財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスをいう。 

（５）工事成績点 東京都北区工事成績評定要綱（平成１７年１２月２６日区長決裁１７北

総契第１８３号）第１０条に規定する工事成績評定通知書の総評定点をいう。 

 

（試行対象工事） 

第３条 施工能力審査型総合評価方式の試行対象工事は、原則として予定価格が１千万円

以上の工事案件の中から工事主管課長と総務部契約管財課長との協議の上、決定するも

のとする。 

 

（学識経験を有する者への意見の聴取） 

第４条  区長は、落札決定基準を定めようとするときは、次に掲げる事項について、あら

かじめ２人以上の学識経験を有する者（以下これらのものを「学識経験者」という。）に

意見を聴かなければならない。 

（１）案件ごとに当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項 



（２）落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聞く必要性の有無 

２ 前項第２号の規定により落札者を決定しようとするときの意見聴取が必要とされた場

合には、区長は、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者に意見

を聴かなければならない。 

 

（施工能力審査型総合評価方式における入札方式） 

第５条 施工能力審査型総合評価方式の入札は、制限付一般競争入札によるものとする。 

２ 第８条に規定する工事成績評価点算定の基となる工事成績評定点のうち、最直近のも

のが５９点以下である者は、入札参加を認めないものとする。 

 

（評価の方法） 

第６条 施工能力審査型総合評価方式の評価は、価格点と施工能力評価点を合計した評価

値による。 

２ 価格点の算定は次のとおりとする。 

９０×（１－入札価格÷予定価格（税抜）） 

３ 施工能力評価点の算定は、工事成績評価点、配置予定技術者の資格点、配置予定技術者

の実績点及び地域・社会等貢献点（以下これらを「評価項目」という。）の合計によるも

のとする。 

４ 施工能力評価点の満点は４０点とし、評価項目の点数配分は次のとおりとする。 

（１）工事成績評価点 ２７点 

（２）配置予定技術者の資格点 ４点 

（３）配置予定技術者の実績点 ３点 

（４）地域・社会等貢献点 ６点 

 

（工事成績評価点の算定方法） 

第７条 工事成績評価点は、工事成績点の平均に応じて、下表のとおり算定するものとす

る。 

工事成績点の平均 工事成績評価点 

0 点以上 20 点未満 0 

20 点以上 40 点未満 1 

40 点以上 50 点未満 2 

50 点以上 60 点未満 3 

60 点以上 62.5 点未満 5 

62.5 点以上 65点未満 7 

65 点以上 67.5 点未満 9 

67.5 点以上 70点未満 11 



70 点以上 72.5 点未満 14 

72.5 点以上 75点未満 17 

75 点以上 77.5 点未満 20 

77.5 点以上 80点未満 23 

80 点以上 100 点未満 27 

２ 工事成績点の平均は、発注工事の公表日の属する年度の前３年度内（平成１８年度以

前の年度は除く。）に完了した工事のうち、直近３件の工事成績点の相加平均とする。た

だし、工事成績点が５０点未満のものは、当該工事成績点を０点とし、直近工事件数が

３件に満たない場合は、不足する工事件数１件につき工事成績点を６０点として、それ

ぞれ算定するものとする。 

３ 工事成績点は、区の発注工事に限るものとする。 

４ 工事成績評価点算定の対象工事は、北区建設工事等競争入札参加資格の業種区分で当

該発注工事と同一の業種とすることを原則とし、当該発注工事と異なる業種を対象とす

る場合は、起工時に指定する。 

 

（配置予定技術者の資格点及び実績点の算定方法） 

第８条 配置予定技術者の資格点及び実績点は、次のとおり算定するものとする。 

（１）配置予定技術者の資格点は、配置予定技術者が、当該発注工事の建設業法上の業種

について、一級技術者の場合に４点、二級技術者の場合に２点、その他の技術者の場

合に１点とする。ただし、複数の資格を持つ場合には、上位の資格１つについてのみ

評価する。 

（２）配置予定技術者の実績点は、配置予定技術者が、同種工事について監理技術者とし

て係わった場合に３点、主任技術者として係わった場合に２点、担当技術者として係

わった場合に１点、類似工事について監理技術者として係わった場合に１．５点、主

任技術者として係わった場合に１点、担当技術者として係わった場合に０．５点とす

る。 

（３）前号の同種工事は、ＣＯＲＩＮＳの工事区分で当該発注工事と同一の工種の工事で、

高さ、長さ、面積等の規模が当該発注工事と同程度以上のものを、起工時に指定する。 

（４）第二号の類似工事は、ＣＯＲＩＮＳの工事区分で原則として当該発注工事と同一の

工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模が当該発注工事よりも小さいものの経験と

して有用なものを、起工時に指定する。 

（５）配置予定技術者の実績点は、ＣＯＲＩＮＳに登録されたデータから算定する。 

 

 （地域・社会等貢献点の算定方法） 

第９条 地域・社会等貢献点は、下表の評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点

の合計とする。 



評価項目 評価基準 評価点 

区内業者 本店の所在地を区内として登録している事業者 １点 

災害協定 
北区と災害協定を締結し、又は北区と災害協定を締結

している団体の構成員 
１点 

表彰 

過去５年間に北区における同種の公共工事優良表彰を

受けている事業者 
１点 

過去２年間に配置予定技術者が国及び地方公共団体に

おいて優良工事技術者表彰を受けている事業者 

ＳＤＧｓへの

取組 

ＩＳＯ１４００１又は環境省が策定するエコアクショ

ン２１ガイドラインによる認証のいずれかを取得してい

る事業者 
１点 

東京都北区ＳＤＧｓ推進企業認証制度実施要綱（令和

５年５月２２日区長決裁（５北地産第１２８７号））に規

定する認証を受けている事業者 

労働環境確保

の取組 

雇用保険、退職一時金、法定外労働災害補償制度のす

べてに加入している事業者 

１点 

建設業労働災害防止協会に加入している事業者 

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（厚

生労働省）に基づき中央労働災害防止協会が策定するＪ

ＩＳＨＡ方式適格ＯＳＨＭＳ基準（平成１５年３月３１

日施行）による認証を受けている事業場 

雇用対策 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年７月

２５日法律第１２３号）第４３条第１項による障害者雇

用義務なく障害者を雇用している、又は同法律施行令 

（昭和３５年１２月１日政令第２９２号）第９条の障害

者雇用率を超える障害者を雇用している事業者 
１点 

東京都が認定する「東京ライフワークバランス認定企

業」、又は厚生労働大臣が認定する「ワーク・ライフ・バ

ランス等推進企業」の認定を受けている事業者 

２ 評価基準が二以上ある評価項目の評価点については、いずれか一つの評価基準に該当

する場合に１点を加算する。 

３ 評価基準が二以上ある評価項目の評価点の上限については、複数の評価基準に該当す

る場合であっても１点とする。 

 

（落札者の決定方法） 

第１０条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であって、第６条第１項の評価値が最も



高いものを落札者とする。 

２ 前項の評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を

決定する。 

 

（公表事項） 

第１１条 施工能力審査型総合評価方式を試行しようとするときは、発注工事の公表にお

いて次に掲げる事項について具体的に明示するものとする。 

（１）施工能力審査型総合評価方式の対象業務であること。 

（２）提出資料の様式及び提出方法 

（３）価格点の評価方法 

（４）施工能力評価点の評価項目及び評価方法 

（５）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

（６）提出資料の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認め

ないこと。 

（７）提出資料に記載された配置予定技術者は原則として変更できないこと。 

 

（資料の提出等） 

第１２条 入札参加希望者は、工事希望申込書（一般競争入札案件の場合は、一般競争入

札参加希望申請書）により希望申請を行うとともに、前条に規定する公表事項（以下「公

表事項」という。）に基づき、施工能力評価点申告書、工事成績評定通知書、配置予定技

術者の保有資格等の必要な資料及び別表に掲げる地域・社会等貢献点の評価基準に該当

する事実を証明する資料を提出するものとする。 

 

（施工能力評価点の審査） 

第１３条 施工能力評価点の審査に当たっては、公表事項において区が示した評価方法に

より評価するものとする。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。  

 

付 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

  付 則（平成２７年３月２日副区長専決 ２６北総契第１９７３号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年３月２８日副区長専決 ２８北総契第２２１９号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

付 則 



この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

付 則（５北総契第２３０５号 区長決裁）  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  


